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市民センターの

善
行
市
民
セ
ン
タ
ー

☎（
90
）0
0
9
7
、
薨（
81
）4
4
4
1

●
ド
ロ
ー
ン
活
用
講
座　
７
月
22
日
㈬
午
前

10
時
～
正
午
。
中
学
・
高
校
生
20
人（
抽
選
）。

申
６
月
25
日
㈭
～
７
月
９
日
㈭
に
市
の
HP
の

善
行
市
民
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ー
ジ
か
ら
。

●
ボ
ク
シ
ン
グ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ　
７
月
24
日

㈮
午
後
７
時
～
８
時
。
講
師
＝
ボ
ク
シ
ン
グ

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
小
浜
美
智
代
氏
。
成
人

40
人
。

●
生
活
環
境
映
画
上
映
会「
野
生
の
島
の
ロ

ズ
」　
７
月
29
日
㈬
午
前
10
時
～
正
午
。
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
児
童
文
学「
野
生
の
ロ
ボ
ッ
ト
」

を
映
画
化
し
た
冒
険
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
。
小
学

生
80
人(

善
行
地
区
在
住
の
方
優
先
）。
申
７

月
１
日
㈬
か
ら
電
話
・
来
所
で
。

●
善
遊
サ
ロ
ン「
深
海
の
資
源
開
発
と
生
態

系
」　
７
月
30
日
㈭
午
前
10
時
～
11
時
30

分
。
神
戸
大
学
海
洋
底
探
査
セ
ン
タ
ー
特
命

教
授
福
島
朋
彦
氏
。
65
歳
以
上
の
方
50
人
。

申
７
月
１
日
㈬
か
ら
電
話
・
来
所
で
。

●
お
は
な
し
会　
７
月
１
日
㈬
、
15
日
㈬
午

前
11
時
～
11
時
30
分
。
７
月
４
日
㈯
午
後
２

時
～
２
時
30
分
。

●
お
ひ
ざ
の
う
え
の
お
は
な
し
か
い　
７
月

17
日
㈮
午
前
11
時
～
11
時
30
分
。

湘
南
大
庭
市
民
セ
ン
タ
ー

☎（
87
）１１１


2
、
薨（
87
）１１１０




●
わ
ら
べ
う
た
で
あ
そ
ぼ
う
！　
７
月
７
日

㈫
午
前
10
時
30
分
～
11
時
。
親
子
で
わ
ら
べ

う
た
を
楽
し
む
ス
ペ
ー
ス
。
乳
幼
児
と
保
護

者
。

●
湘
南
大
庭
子
育
て
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス「
わ

ん
ぱ
く
広
場
」　
７
月
９
日
㈭
午
前
９
時
30

分
～
11
時
30
分
。
乳
幼
児
と
保
護
者
。

湘
南
台
市
民
セ
ン
タ
ー

☎（
45
）3
0
7
0
、
薨（
45
）1
6
0
4

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
卓
球
開
放　
７
月
９
日

㈭
◎
午
後
１
時
30
分
◎
午
後
２
時
25
分
◎
午

後
３
時
20
分
。
※
１
回
50
分
。
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
各
回
１
組
、
卓
球
各
回
９
組
。
申
７
月
６

日
㈪
か
ら
電
話
・
来
所
で
。

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
卓
球
夜
間
開
放　
７
月

16
日
㈭
◎
午
後
６
時
◎
午
後
６
時
55
分
◎
午

後
７
時
50
分
。
※
１
回
50
分
。
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
各
回
２
組
、
卓
球
各
回
４
組
。
※
小
学
生

以
下
は
保
護
者
同
伴
。
申
７
月
13
日
㈪
か
ら

電
話
・
来
所
で
。

片
瀬
市
民
セ
ン
タ
ー

☎（
29
）7
1
7
1
、
薨（
25
）8
9
0
7

●
片
瀬
地
区
生
活
環
境
協
議
会
共
催
事
業

マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
万
華
鏡
づ
く
り

７
月
29
日
㈬
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
。
講
師

＝
豊
田
直
之
氏
。
小
学
生
と
保
護
者
40
組

（
抽
選
）。
※
小
学
３
年
生
以
上
は
子
ど
も
の

み
の
参
加
も
可
。
費
１
５
０
円
。
申
７
月
21

日
㈫
ま
で
に
市
の
HP
の
片
瀬
市
民
セ
ン
タ
ー

の
ペ
ー
ジ
か
ら
。

●
お
ひ
ざ
の
上
の
お
は
な
し
会
と
わ
ら
べ
う

た　
７
月
10
日
㈮
午
前
11
時
～
正
午
。
ア
リ

ス
の
会
に
よ
る
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
手
遊

び
、
わ
ら
べ
歌
。
乳
幼
児
と
保
護
者
。

片
瀬
し
お
さ
い
セ
ン
タ
ー

●
楽
し
く
子
育
て
～
保
育
士
さ
ん
と
あ
そ

ぼ
！　
７
月
15
日
㈬
午
前
10
時
～
11
時
30

分
。
講
師
＝
藤
沢
市
職
員
。
未
就
園
児
と
保

護
者
15
組（
抽
選
）。
申
６
月
30
日
㈫
ま
で
に

市
の
HP
の
片
瀬
市
民
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ー
ジ
か

ら
。

●
ス
マ
ホ
お
助
け
隊
　
７
月
16
日
㈭
◎
午
前

９
時
15
分
◎
午
前
10
時
◎
午
前
10
時
45
分
◎

午
前
11
時
30
分
。
※
１
回
40
分
。
ス
マ
ホ
の

使
い
方
の
個
別
相
談
。
講
師
＝（
特
非
）Ｉ
Ｔ

サ
ロ
ン
藤
沢
。
各
回
３
人（
抽
選
）。
申
７
月

６
日
㈪
ま
で
に
市
の
HP
の
片
瀬
市
民
セ
ン

タ
ー
の
ペ
ー
ジ
か
ら
、ま
た
は
電
話・来
所
で
。

●
夜
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ　
７
月
８
日
㈬
午
後

７
時
～
８
時
。
ボ
ク
シ
ン
グ
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
。
講
師
＝
小
浜
美
智
代
氏
。

●
昼
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ　
７
月
21
日
㈫
午
前

10
時
～
11
時
15
分
。
今
の
身
体
に
優
し
く
寄

り
添
う
ピ
ラ
テ
ィ
ス
。
講
師
＝
飯
田
理
香
氏
。

藤
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

☎（
22
）００１９



、
薨（
22
）０２９３




●
夏
休
み
イ
ベ
ン
ト
２０２６


　
７
月
21
日

㈫
～
８
月
31
日
㈪
。
キ
ッ
ズ
忍
者
、
バ
ウ
ン

ド
テ
ニ
ス
、
科
学
実
験
講
座
、
プ
ラ
板
キ
ー

ホ
ル
ダ
ー
ほ
か
。
費
実
費
。
※
日
程
な
ど
詳

細
は
市
の
HP
の
藤
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ー

ジ
へ
。
申
６
月
19
日
㈮
～
７
月
５
日
㈰
に
市

の
HP
の
藤
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ー
ジ
か
ら
。

●
夏
の
お
は
な
し
会　
７
月
22
日
㈬
午
後
２

時
～
３
時
。
大
型
絵
本
や
エ
プ
ロ
ン
シ
ア

タ
ー
ほ
か
。
※
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
。

問
藤
沢
市
民
図
書
室
☎（
28
）６
８
９
５
。

納期限は6月30日㈫です

　個人市県民税・森林環境税（普通徴収）第
1期、国民健康保険料普通徴収第1期、介護
保険料普通徴収第1期の納期限は6月30日㈫
です。納期限内に納めましょう。
　納期限を過ぎると延滞金が発生すること
があります。
　納付方法
　口座振替・コンビニ・スマホ決済・ペイ
ジーほか
　問い合わせ
　☆個人市県民税・森林環境税の納付
　　…納税課☎内線2311、 （50）8405
　☆国民健康保険料
　　…保険年金課☎内線3212、 （50）8413
　☆介護保険料
　　…介護保険課☎内線3137、 （50）8443

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況

な
ど
に
応
じ
て
、
原
則
、
マ
イ

ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

に
資
格
確
認
書
を
、
お
持
ち
の

方
に
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
資
格
確
認
書
と
70
歳

以
上
の
方
な
ど
の
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
の
有
効
期
限
は
7
月

31
日
㈮
で
す
。
新
し
い
資
格
確

認
書
ま
た
は
70
歳
以
上
の
方
な

ど
の
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

は
、
7
月
上
旬
～
7
月
末
に
世

帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。
資
格

確
認
書
は
特
定
記
録
郵
便
、
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
は
普
通
郵

便
で
送
付
し
ま
す
。
と
も
に
8

月
1
日
㈯
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

新
し
い
資
格
確
認
書
は
現
在
お

持
ち
の
も
の
と
同
じ
ピ
ン
ク
色

で
す
。
有
効
期
限
を
ご
確
認
の

上
、
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で

あ
っ
て
も
医
療
機
関
な
ど
で
マ

イ
ナ
保
険
証
に
よ
る
受
け
付
け

が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
資
格
確
認
書
を
交
付
で
き
ま

す
。
代
理
申
請
も
可
能
で
す
。

　
有
効
期
限
の
切
れ
た
資
格
確

認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

は
、
ご
自
身
で
処
分
す
る
か
、

保
険
年
金
課
、
各
市
民
セ
ン

タ
ー
・
石
川
分
館（
藤
沢
・
村

岡
を
除
く
）へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

保険年金課

☎内線3213
（50）8413

国
民
健
康
保
険
資
格
確
認

書
な
ど
の
送
付
に
つ
い
て

　
施
設
等
利
用
給
付
認
定
2
号

ま
た
は
3
号
の
認
定
を
受
け
た

児
童
が
、
2026



年
4
月
～

6
月
に
利
用
し
た
対
象
施
設
な

ど
の
保
育
料
を
給
付
し
ま
す
。

　
7
月
29
日
㈬〈
必
着
〉ま
で
に

申
請
し
た
方
に
は
、
9
月
下
旬

に
給
付
し
ま
す
。

　
給
付
対
象
経
費

　
下
表
の
通
り

　
※
複
数
の
施
設
な
ど
を
利
用

し
て
い
る
方
は
、
給
付
上
限
額

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
申
請
方
法

　
申
請
書
類
を
郵
送
ま
た
は
持

参
で
保
育
課
へ

　
※
必
要
書
類
な
ど
詳
細
は
、

市
の
HP
の
同
課
の
ペ
ー
ジ
へ

保育課

☎内線3827
（50）8389

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に

係
る
給
付
費
の
申
請
手
続
き

給付対象施設など
給付上限額（月額）

3～5歳児
（施設等利用給付認定2号）

非課税世帯の0～2歳児
（施設等利用給付認定3号）

幼稚園の預かり保育事業 日額450円×利用日数
（最大1万1300円）

日額450円×利用日数
（最大1万6300円）

認可外保育施設、一時預か
り事業、ファミリー・サ
ポート・センター事業など

3万7000円 4万2000円

第51回藤沢市民まつり

　と　き　9月26日㈯、27日㈰午前10時～午後5時
　ところ　藤沢駅北口サンパレット
　対　象　市内で事業を営み、両日出店できる方
　募集数　飲食・物販合わせて9ブース程度（抽選）
　※飲食の出店には屋台型臨時営業許可が必要
　費　用　4万円
　申し込み
　7月10日㈮までに藤沢市民まつりのHPから
　問い合わせ
　藤沢市民まつり実行委員会事務局☎（27）8888また
は市民自治推進課☎内線2512、 （50）8407

　
２
０
２
７
年
４
月
に
は
統
一

地
方
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
本
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方
で
、
次
の
要
件

に
該
当
す
る
方
は
、
申
請
に
よ

り「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
同
証
明

書
の
交
付
を
受
け
る
と
、
選
挙

が
行
わ
れ
る
際
、
自
宅
な
ど
で

投
票
用
紙
に
記
入
し
、
郵
便
に

よ
る
投
票
が
で
き
ま
す
。

　
郵
便
に
よ
る

　
不
在
者
投
票
が
で
き
る
方

　
☆
両
下
肢
・
体
幹
・
移
動
機

能
の
障
が
い
…
身
体
障
が
い
者

手
帳
1
・ 

2
級

　

☆
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸

器
・
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸

の
障
が
い
…
身
体
障
が
い
者
手

帳
1
級
・
3
級

　
☆
免
疫
・
肝
臓
の
障
が
い
…

身
体
障
が
い
者
手
帳
1
～
3
級

　
☆
介
護
保
険
で
要
介
護
5
の

選挙管理
委員会事務局
☎内線5511
（50）8425

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
の

お
知
ら
せ

認
定
を
受
け
て
い
る
方

　
※
こ
の
制
度
で
の
投
票
は
自

書
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

要
件
に
該
当
し
、
身
体
障
が
い

者
手
帳
の
上
肢
・
視
覚
の
障
が

い
が
1
級
の
方
は
、
代
理
記
載

制
度
を
利
用
で
き
ま
す

　
※
す
で
に
郵
便
等
投
票
証
明

書
を
お
持
ち
の
方
で
、
有
効
期

限
が
切
れ
て
い
る
場
合
は
、
再

度
新
規
交
付
の
手
続
き
が
必
要

で
す


